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沖縄市諸見里サッカー場工事現場のドラム缶の件について 

-専門性と透明性を備えた調査の実施を求める要請- 

 
既に県内メディアで報道されているとおり、6月 13日沖縄市諸見里のサッカー場工事

現場で米軍遺棄物と考えられるドラム缶が発見された。 
 

ドラム缶には枯れ葉剤製造会社ダウ・ケミカルの文字が確認されていること、嘉手納

基地跡地での発見ということから、枯れ葉剤の可能性を念頭に全面調査にあたるべきで

ある。 
 

一方、本件は沖縄市の工事現場における枯れ葉剤真相解明問題としてのみではなく、

日米両政府、沖縄県、市町村、市民が連携して取り組む基地返還跡地の問題として対処

するべきである。 
そこでは、この問題に適切に対応できる専門性と、事実を隠蔽した疑いが持たれるこ

とのない透明性を備えた調査体制が必要である。 
 
しかし、2002年に北谷町で発見されたドラム缶に関して沖縄県が実施した調査や、北

谷町が 2012年に実施した枯れ葉剤問題に対処した調査からみると、県や市町村に基地跡
地の汚染物質の調査に対処する専門性が備わっているかは疑問である。また、日米政府

の沖縄の枯れ葉剤問題の真相解明に対するこれまでの消極的な姿勢から、透明性のある

調査が実施されるかについては疑念が持たれている。3月に公開された米国政府の報告書
の内容から判断しても、日米政府と沖縄県の情報共有体制は整備されておらず、現体制

では要求される専門性と透明性が担保されることは、困難であると考えられる。 
	 返還跡地の問題の射程を見据えるためにも、日米政府、沖縄県、各自治体、専門家、市

民が協力して調査の指針を明確にし、立案から結果の評価に至るまで、疑念が持たれない

体制で対処する必要があることをここで認識すべきである。そして調査は、沖縄県民の健

康や安全、沖縄全体の環境を守るために実施されるものであることを再認識すべきである。 
 
調査・処理過程の透明性を確保した調査の実施のために、まずは下記を関係機関に強く

要請する。 
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記 
 
1. 調査指針・手順等の透明化 

調査や処理についての検討及び計画立案段階から市民・住民を参加させ、そのスケジュ

ール、方法、作業過程、手順を明らかにすること。市民や県民への事前の説明なく、関

係機関のみで調整しての処理を絶対に行わないこと。既に沖縄県には要請・県議会陳情

をとおして本団体から提出されている環境総合研究所『米軍による沖縄県内における枯

れ葉剤問題への適切な対応についての意見書』（添付）を参照し、調査の指針を関係機関

で、公開で協議すること。 
 
2. 米国政府への基地使用履歴の公開要求 

米国政府に、現場の返還前の使用履歴公開を早急に要求し、市民・住民に公開すること。 
 
3. 調査における留意事項 

	 ①工事現場のみならず、跡地全体の全面的な掘り起こしを行うこと。 
	  
②透明性を確保するために、県の外郭機関などではなく、第三者性が確保された、独立

の専門機関に調査を依頼すること。ダイオキシンの調査に関しては高度な専門機関を選

定すること。 
 
③工事現場全体の土壌調査を行うこと。 

	 	 調査のサンプリング（地点、サンプル数等）については、市民参加の下で協議し、採

取したサンプルは、同一サンプルを市民側にも同量提供し、調査の透明性の担保を確

保すること。 
 
④分析項目についての事前協議を行うこと。 
	 採取した土壌サンプルについてどのような項目を分析するかは原因究明にとって極め

て重要となる。そのため、行政側が一方的に分析項目を決めるのではなく、必ず、第

三者の専門家及び市民、市民グループなどの参加を得て協議した上で決定すること。 
 
⑤米軍、沖縄側の関係者の聞き取りを行うこと。 
 
⑥分析結果の公表と評価の透明性の確保。 
	 分析結果が提供された後は、速やかに公表すると共に、市民に対する説明会の開催及

び協議の場を設けること。また、評価については、第三者の専門家や市民の参加を得

て行う機会を設けること。 
 

4. 土砂の受け入れ先について 

  工事現場のみでなく、工事で発生した残土処理場所在地についても留意し、残土処理に
よる汚染が発生しないようにすること。 

 
【添付書類】 
環境総合研究所『米軍による沖縄県内における枯れ葉剤問題への適切な対応についての意

見書』（2012.3.14）http://www.eforum.jp/ikeda_ikensho_okinawa1.pdf 
 


